
別紙様式

民事判決書一覧（※言渡期日順に整理する｡）

民事1部令和3年9月分

~~~'.－丁… ､

ﾖ|辮繍(閲覧等制限の確定績果等）
備考

I

備考
(閲覧等制限の確定結果等）

閲覧等制限の
申立ての有無言渡期日事件番号(併合事件の場合は, 「ほか｣との表記可）

令和 3 年 （ﾜ）第 11225 号

令和3年 （ﾜ） 第 12823 碁

令和 1 年（ﾜ） 第 32253…号

令和 1 年 （ﾜ） 第 32355 号

令和 1 年 （ﾜ）第 17962 ／号

R3.9.11

R3.9.1 /2

R3.9.3/3

R3.9.3 '4

R3.9.7 =5

R3.9.14〆，6

R3.9.14./7

R3_9.15/8

R3.9.219

部総括
裁判官

●

主任書記官

●



主任書記官
部総括

裁判官

ｎ
▼

「
４
Ｆ
Ｌ

民事判決害一覧

民事2部令和3年9月分

閲覧等制限の 備考

申立ての有無 （閲覧等制限の確定結果等）
備考

(閲覧等制限の確定結果等）
閲覧等制限の
申立ての有無|事件番号(併合事件の場合は, 『ほか｣との表記可） 言渡期日

令和 2 年⑨第 275
ロ
一
石 R3.9.28 1

Ｐ
■
Ⅱ
■



別紙様式

民事判決書一覧（※言渡期日順に整理する｡）

民事3部令和3年9月分

|閲覧等制限の
｜|申立ての有無

閲覧等制限の

申立ての有無

備考
(閲覧等制限の確定結果等）言渡期日事件番号(併合事件の場合は, 「ほか｣との表記可）

令和元 年㈲第 486 号

令和 2 年③第 193 号

R3,96171

2 R3.9.22

号令和 2 年㈲第 286 R3.9.223

令和元年②第 272 号外I R3.9.244

部総括
裁判官

|● ●
主任書記官



別紙様式

民事判決書一覧（※言渡期日順に整理する｡）

令和3年9月分 民事第4部

－

’ 山 (鰯覧等制縦震繕黒壽, ’
備考

(閲覧等制限の確定結果等）
閲覧等制限の

申立ての有無
事件番号(併合事件の場合は, 「ほか｣との表記可） 言渡期日

I

令和 2 年 （ﾜ） 第 14790 号1 R3.9.1

３
－
３

６
’
６

６
－
６
－
１

第
第

ワ

ワ

年
一
年

３
３

和
和

今
洞
〈
わ

号2 R3.9.1

】
壱3 R39,6

巨
毒
一
巨
万

油
一
幻

扣
切

捨
弟
一
読
弟

１

１

ワ

ワ

ー

１

年
年

３
２

諏
一
識

4 R3｡9｡6

5 R359.8
I

令和 3 年 （ﾜ） 第 6233
臣．

言６
７

R3.9.8

令和 1 年 （ﾜ） 第 15552 号 R3.9.9

平成 29 年 （ﾜ） 第 29285 号8 R3.9.13

1 年（ﾜ） 第 18321

3 年 （し）第 138

詞
一
銅

号9 R3_9.16

号0 R3.9.171

令和 2 年 （ﾜ） 第 7769 号I R3.9.22

令和 3 年 （ﾜ） 第 8246 号1 2 R3.9.22

曇|"”『。

言

平成 30 年 （ﾜ） 第 19860 ほか R3.9.28

R3.9.27
Ｆ
■
Ⅱ
■ 3

41

腿．

＝

ほか
令和 1 年 （ﾜ） 第 203185１

１

R3.9.29

R3.9.29和
一
和
一
和
一
和

今
市
一
今
市
一
く
わ
一
今
や

2 年（ﾜ） 第 27328 号6

１

顕

一叩

７
０
《
４

両

５
－
６

１
唖
１

第
一
第

第

例
一
例
㈲

年
一
年
年

３
》
３
３

０
－
０
－
０

３
帝
３
》
３

９
９
》
９

３
》
３
－
３

Ｒ
－
Ｒ
Ｒ

巨
言
百
壱
一
巨
言

17

18

1 91

部総括
裁判官

「
４
Ｆ
し

主任書記官

●



別紙様式

部総括
裁判官

民事判決書一覧(※言渡期日順に整理する｡）

民事5部甲令和3年9月分

｜

｜
I

備考
(閲覧等制限の確定結果等）

閲覧等制限の
申立ての有無言渡期日事件番号(併合事件の場合は, 「ほか｣との表記可）

画

万

一

厘

万

ロ

万

一

口

君

宮

方

弛

屋

万

画

方

宮

方

１
８
１
＊
９
６
５
５
２

２
４
７
－
４
泌
”
卵
一
釦

獅

恥

劉

司

鯛

訓

一

幅

お

溺

第
第
雄
弟
第
第
一
第
一
第
ｒ
第

例
回
例
口
一
例
回
口
例

年
〆
年
年
年
一
年
年
年
一
年

R3.951平成 30

嘉和卑妬

平成 1

令和 3

令和 1

令和 2

令和 1

令和 2

1

R3.9.72

R3.9.7

R3.9.7

R3.9.9

3

4

5

R3.9.10
一

R3.9.14

6

7

R3.9.14

R3.9.17

8

Eコ

方令和 1 年 （ﾜ） 第 190789

号唖
一
，
皿
一

３
２
－

１
１
第
第
一

ワ
ワ

年
年

３
３
．

和

和

今

而

今

市

R3_9.2110

号 R3.9.2411

第
一
第
一
第

例

口

一

例

年
年
年

２
”
・

一

詞

一

調

一

詞

亘

方 R3.9.28796412

号13
I

ロ

方14

15

16

17

●

主任書記官

● ｣

令和 年 （ﾜ） 第 号

令和 年 （ﾜ） 第 号

令和 年 （ﾜ） 第 号



別紙様式

民事判決書一覧（※言渡期日順に整理する｡）

民事5部乙令和3年9月分

| 《關覧等制驫定繕鯛’
備考

(閲覧等制限の確定結果等）
閲覧等制限の

申立ての有無言渡期日菖件番号(併合事件の場合は, 「ほか｣との表記可

恥
一
御
一
恥
」
秘

癖
一
秘

３
－
２

２

１

１

第
一
第
第
第

第
第

列
列
列
列
列
列

年

年

年

年
一
年
年

１
１
》
２
２
２

３

和
和
和
一
和

和

和

令
令
一
令
一
令
一
Ｉ
冷
‐
一
ｉ
冷

’

号 R3.9.2
■
・
■
■
■

号

裟一I
2

号３
４ 号 R3.9.6

号 R3.9d65

号 R3.9_66

令和 3 年 （ﾜ） 第 17339
】
弓 R3.9.6

R3.9.7

7

8

R3.9.109

R39.1010

R3.9.1011

号I令和 3 年 （ﾜ） 第 9100

1-

I平成30 年 （ﾜ） 第 37111

R3.9.10
２
３

１
１ 号 R3.9.13

号令和 2 年 （ﾜ） 第 18728 R3.9.1314

巨
言

声
巨
言

７
９

０

９

６

３

２
７

第
ァ
第

ワ

ワ

年
一
年

３
３

諏
一
認

R3.9,14

５
６
↑
５
８
９
０

１
１
１
１
１
２

R3.9.14

R3.9.15３

３

９

７

１

７

８

６

４

２

０

０

３

１

３

第
第
第

口
口
例

年
》
年
年

２
》
３
卯

和

和

成

一

令

一

令

平 平成灼３

号

1

1

号 R369.16
-

R3｡9｡17
ロ

巧一
ロ

巧一

一
開

４
》
６
、

０
－
２

３
－
３

や弟

佳弟

Ｉ
１
ワ
ワ
ー
１

年
年

０

１ 号令和 R3.9.22

部総括
裁判官

●

主任書記官

●



｢報 29 年 （ﾜ） 第 24907 | R3927 1号21

幟
一
唖
一

７
－
３
》

２
１
》

第

第

■

け
位
一

年
年

２

２

和

和

今
洞
一
今
詞

号 R369.27 !

R3:9.28

R369.2722

23 号

回
看 R3.9.28令和 3 年 （ﾜ） 第 245124

詞
一

ｒ
１
１
１
Ｉ
４
ｖ
１
ｉ
１
１
ｏ

一
一

号 R3.9.30年 （ﾜ） 第 120421勾戻
ユリ

一一一一一一今



別紙様式

主任書記官

●●
E ■

民事判決書一覧（※言渡期日順に整理する｡）

民事第6部甲令和3年9月分

|事,牛番号(併合事件の場合は｢ほか｣との表記可，
備考

(閲覧等制限の確定結果等）

…
:H29C.○却下確定

閲覧等制限の
申立ての有無言渡期日

陣 娠
一
一
服
口
一
一
昂
鯛
一
号
一
三
号

馨

”
一
畦
○
”
△
西
印

０
０

●
一
○
▲
７
７

拳
汁
○
△
》
．
錐
《

第
第
》
第
了
第
第

列
峠
、
列
列
一
列
列

。
Ｉ
．
ｉ
１
－
１
Ｉ

｜
岬
ル
ー
蓉
一
印
一
口
》
一
一

》

一

癖 3

記載
1

記載
2

記載
3

例
例
例

有H290.O

一
一
》
藏
一
勢
鰔
一
鰄
一
調 令和

有H2900

H29.00取下有H290.O

R3.9.21

２
袴
７

９
－
且

郎
一
願

2

i一

31令和 3

41令和 2
1

51平成 31

号 R369,9３
－
８

７
６

”

釦

１》
弟
妹
弟

ワ

ワ

年
一
年 ４

－
４
４

１
》
１
２

｜
恥
一
恥

部

号

０
－
－
５

６

－
０

３

６
吋
９

６

０
《
１
９

３
↓

１

第

第

第

口

岨

例

年
年
年

２

３

２

｜
認
一
諏
二
｛
雨

号6

号7

号 R3.9.28

R3.9.28

8

３
一
別
一

的

卯
－
５
闇

罰

Ｍ
一
羽
一

第

第
一
第

１

ｌ

ｌ

ワ

ワ

ワ

年
ゞ
年
年

３

３
－
釦

和
一
和
成
一

一
令
一
令

平
一

号O
u

１
１
■
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
ｌ
Ｉ
ｌ
Ｉ
Ｉ
ト
ー
Ｉ
卜
Ｌ
ｌ
Ｉ
ｌ
ｒ
ｌ
０
卜
Ｂ
Ｉ
Ｉ
ト
ー
Ｆ
ｂ
ｌ
Ｄ
０
８
Ⅱ
Ⅱ
ｒ
ｑ
ｒ
■
Ⅱ
Ｉ
ｌ
Ｉ
Ｉ
ｌ
Ｂ
・
１
Ｉ
Ｉ
Ｂ
■
０
Ⅱ
Ｉ
ｌ
Ｉ
Ｉ
１
１
１
ａ
１
Ｉ

号 R3.9.2810

号 R3.9.3011

諏
一
調

ロ
言 R3.9.30

R3.9.30

2 年 （ﾜ） 第 763 一

２
３

１
１ 号3 年 （ﾜ） 第 10428

和
一
和

今
洞
一
今
や

号第
一
第

ワ
ワ

年
年

14

号15

一
日
一
蒜 号年 （ﾜ） 第16

号令和 年 （ﾜ） 第17

部総括

裁判官



別紙様式

一一一一一一一一

1 －

民事判決書一覧（※言渡期日順に整理するb)
民事6部乙

令和3年9月分

－ 一ー

富渡期日|購撫(閲覧等制鯨職果等）
1

(併合事件の場合は, 「ほか｣との表記可）
！

号号 ７

９

９

９
９
９

３

３

千

３

Ｒ
－
Ｒ
－
Ｒ

令和 2 年（ﾜ） 第 29764令和 2 年（ﾜ） 第 29764１

号年 （ﾜ） 第 27193

年 （ﾜ） 第 12934

令和元2

号令和 23

｜
諦
一
諏
一
榊
一
雨

号
号
一
評
一
号

８

１

７

２

５

１

９

２

５
４
４
６

６
４
８
３

２
１
１
１

第
第
‐
一
第
第

１

－

１

１

ワ

ワ

ワ

ワ

ー
１
１
１

年

年

一

年

年

２
－
２
－
２
－
２

R3.9.94

紬

一

洲

》

ロ

咽

口

属
』

6

7

8

R3.9.21
-一

R3,9.21

9

10

平成 30 年 （ﾜ） 第 31908 号外

平成 31 年 （ﾜ） 第 2245 号

９

０

２
３

９
－
９

悶
一
》
配
一

11

121

令和 2 年 （ﾜ） 第 6262131令和 2 年 (ﾜ) 第 6262 号| R3"

,4'令和 ， 年 (ﾜ1 第 ，30” 号外l R3930
1－

一言巨

I

I

一
一
一

〈
洞
《
わ
《
洞
一
今
や

翻
一

和
和
和
和

年 （ﾜ） 第一 号

年 （ﾜ） 第 号

■ 一

15
$

16

号年 （ﾜ） 第17

号年 (ﾜ） 第
一一一一一一一正哩一上■空理一一審揖

年 （ﾜ） 第

18

画
一
壱19

20

部総括

裁判官

●

主任書記官

ａ
■



ﾉ "･ソ ノ1
，'Wノ

別紙様式

|主任書記官

●●
民事判決書一覧（※言渡期日順に整理する｡）

民事7部
令和3年9月分

｜

’事件番号(併合事件の場合は, 「ほか｣との表記可） I言渡期日

R39.1

！

R3.9.2

R3.9.2

R3.9.2
-

R3.9.2

R3.9.2
一一一

｜
翻
一
蒋

3 年 （ﾜ） 第 16487 号 R3.9.2

30 年 （ﾜ） 第 30758 号! R3.9.7

掘

１

的

号
・
三
吋
。

一
恥
・
一
腱
・
一
睡
・
，
一

第

第
忠
弟
第
第

１
１
１
１

１

１
１
１
・

１」

ワ
ワ
ワ
・
ワ
ワ

年
一
年
年
年
年

＠
．
１
》

２
‐
２
．
２

蒋
：
－
調

一
荊
一
諏
一
鋪

号 R3.9.7

号 R3.9.7

号 認
一
》
一
癖
・
一
岬

号

一

R3.9.9

個
一
９３

。
Ｒ

一

計年 （ﾜ） 第 25201元
e

ノ

部総括
裁判官

令和元年(ﾜ) 第蝋号
巨
言
一
巨
言

５
５

釦
．
一
蝿
．

持
弟
捧
完

ワ

ワ

年
年

元
３

和
一
和

今
覗
一
〈
や

令和 ､3 年 （ﾜ） 第 9901 号

令和 3 年 （ﾜ） 第 12036 号

令和 3 年 （ﾜ） 第 15976 号

R3‘9.1

閲覧等制限の

申立ての有無

備考

(閲覧等制限の確定結果等）



ﾉ'VO">

別紙様式

､

部総括
裁判官

民事判決書一覧（※言渡期日順に整理する｡）

民事7部令和3年9月分
世才 ■

|閲覧等制隈の
l申立ての有無

備考
(閲覧等制限の確定結果等）事件番号(併合事件の場合は, 「ほか｣との表記可) ｜言渡期日

2 年 （ﾜ） 第 20916 号

3 年”）第 16341 号

R3.9.13銅
一
榊
１
２
３
４
５
６
７
８
９
０
１
２
３
４
５
６
７

１
１
１
１
１
１
１
１

R3.9.14
-L圭一一

R3.9.15第
一
第
一
第
↑
第
第

ワ

》

ワ

》

ワ

ワ

ワ

年

年

年

年

》

年

２
．
》
↑
２
’
３
．
３
．
元
《

一
諏
一
諭
一
諏
銅
諏
一

、．、号一号工号喜動号劫

０
８
０
６
８

Ⅲ↓幻２‐卯一齢．妬一鰯・妬、》｝値一弱一、一

R3.9.15

R3.9.15

R3.9.15

R3.9.16

令和 3 年 （ﾜ） 第 3221 号 R3.9.16

R3.9.22

R3｡9.22

令和

令和

令和

2 年 （ﾜ） 第 26579
・司 2

3 年 （ﾜ） 第 6520‘

2 年 （ﾜ） 第 15365

号

号

号 R3.9,27

７
－
９
－
０
０
－
０

哩
一
躯
塁
躯
躯
一
鯛

３
二
３
－
》
３
．
３
，
一
ａ

Ｒ

Ｒ

ｌ

Ｒ

Ｒ

－

Ｒ

号
号
号
十
号
一
号

９

８

９

１

．

５

肥
一
一
列
・
一
如
く
卯
↑
鮨

皇
貞
如
》
・
冠
一
ｈ
ｍ
）
一
Ｆ
、
》
『
〃
〃
、
《
、
『
》

ご
Ｏ
Ｂ
劃
１
日
■
『
Ⅱ
■
．
．
『
岨
，
紅
《
叩
〃
呈

第
第
第
第
第

１
Ｊ
１
１
ｊ

ワ

．

ワ

ワ

ワ

ワ

ー
ｉ
ｌ
１
１

年

年

年

年

年

《
暫
掴
一
）
ず
《
即
○
リ
グ
《
西
〃
』
の
〔
》
〃
』
、
《
一
》
〃
』

認
諏
二
翻
一
諏
三
荊

R3.9.27

年〈ﾜ）第

年（ﾜ)第

年（ﾜ）第

号

目

言

９
１

ｎ
ｍ
》
し
、
ハ
叩
》

、
〃
』
｛
ｎ
ｕ
〕

５
７

１
１

２
．

２
．

２

認
一
議
令

日

和 29655号
ク

令和 3 年 (ﾜ)第一函§一喜| Ra930
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主任書記官



別紙様式

1
部総括

裁判官 ’
１
１

｜

｜
’ I

民事判決書一覧（※言渡期日順に整理する｡）

令和3年9月分 民事8部

’
| |言渡期日’言渡期日

－’

’
1辮撫鵬等制限の確定緒黒等）

備考事件番号(併合事件の場合は, ｢ほか｣との表記可）
i
｢

I

リ

I

令和元年 （ﾜ）第 221551 号 R3.9.13

令和 3 年 （ﾜ） 第 2737

面

一
恥

ｍ

２

７

Ｑ

１

靴

第

第

筆

１
１
１

ワ

ワ

ワ

年

年
一
年

３
－

３
’
２

認
一
御
言
翻

り
１
ゞ
』 令和2年（ﾜ）第3903

号 R3.9.21

R3.9.21号

号ぼ力 R3｡9.22
’

令和 3 年 （ﾜ） 第 69035 号 R3.9.28
-

R3.9.29５
－
１

３
↑
６

７
－
２

１
－
２

１
．
３

－
第
一
第

デ
ワ
一
ワ

年
一
年

２
－
２

諏
一
繩

6 号

7 百
弓 R3.9｡29

８
９
０１

R3｡9.30

I I

I
令和 年 （ﾜ） 第 号I

|令和 年 （ﾜ） 第11 号I I

I

'21令和
I

1

1

1
年 （ﾜ） 第 号

４
Ⅱ
０
■
可
８
…
１
零
ｔ
１
３
Ｆ
己
Ｉ
Ｊ
ｒ
ｌ
ｌ
…
Ｉ
則
０
０
日
９
４
Ｊ

３
４

１
１
．

令和 年 （ﾜ） 第
画

方．

i
l

令和 年（ﾜ） 第 号
1

１

１

，

９

冠

Ｊ

刺

Ｉ

４

ｊ

Ｈ

ｎ

年

刊

９

３

８

１

１

月

ｑ

ｆ

Ｕ

１

Ｊ

リ

“

和
一
和
一
和

怜
岸
瞳
怜

第
第
第

ｊ
ワ
列
１
１
恒

年
一
年
年

15 ロ 1

言i
I

!

’

16 ロ
吉

,71
1

号
目
3

匙

1】 ●

主任書記官



別紙様式

一色

●
一一誰跨一』一一鹿一一一一

民事判決書一覧（※言渡期日順に整理する｡）

民事11部
令和3年9月分

｜
’

備考

（閲覧等制限の確定結果等）事件番号(併合事件の場合は, 「ほか｣との表記可） ’
閲覧等制限の
申立ての有無言渡期日

令和 2 年 （ﾜ） 第 28292

平成 30 年②第 588ほか

令和 年（ﾜ） 第

令和 2 年 （ﾜ） 第 28292

平成 30 年②第 588ほか

号号 R3.9.2

R3.9.17
＝＝＝二二・ 寺 ロ ーエニ当雪E二二翌･

1

号号2

号3

号年 （ﾜ） 第

年 （ﾜ’ 第

年 （ﾜ） 第

年 （ﾜ） 第

年 （ﾜ） 第

舗
一
諏
一
諏
一
諏
一
廓

4
一睡一一一弓一一

号5

号6

号7

号ゼ
ロ
】

｜
諏
一
諏
一
諏
一
鋪

号年 （ﾜ） 第

年 （ﾜ） 第

年 （ﾜ） 第

年 （ﾜ） 第

9

号10
－

ロ
一
己11

号12

13

14

15

16

17

部総括
裁判官

主任書記官

●



別紙様式

部総括

裁判官
主任書記官

民事判決書一覧（※言渡期日順に整理する｡）

民事12部甲令和3年9月分

－
１
１
割’

’
1

1
事件番号(併合事件の場合は‘ 「ほか｣との表記可）

備考
(閲覧等制限の確定結果等）

閲覧等制限の
申立ての有無
一

言渡期日

号年 （ﾜ） 第 7177 R3.9.1/

２
－

３

２

２

３

和和和和和今や今詞《ね《祠今祠■
■Ⅱ■

凸一一

R3.9.3/号

号

号

２
＊
８
０

１
》
７
０

加
一
“
幻

１
１
－
１

捲
弟
一
挿
弟
続
弟

列
一
切
一
列

年
一
年
一
年

2

R3.9.3/

R3.9.3"

3

4

号 R3.9.8′

R3.9.8,,

R3.9.8/

年 （ﾜ） 第 8142貢
ゾ

6

7

R3.9.98

刷
一
相

５
－
９

』
８
－
９

２
－
２

第
第

ワ

ワ

年
一
年

２

－

２

－

和

和

一
《
而
一
《
祠

号 R3.9.9/9

号 R3.9.1510

令和 3 年 （ﾜ） 第 8872； 号

令和 2 年 （ﾜ） 第 19413〆 号

R3.9.1511

| R3.9.1712

号姻
一
椰
一

３
３
第
第

ワ
ワ

年
年
》

釦

元

成

和

平
一
令

R3.92213

号 R3.9.22'
－

R3.9.22'

141

↓
岬
一
耐

７
４
－

一

第

一

第

第

”
１
１
１

－

ワ

ワ

ワ

ｉ

１

ｉ

一

年

年

年

－
２
三
２
－
３

号諏
一
識
一
雨

151
一

R3.9.22'号16

号 R3.9.24
７
８
１
１ ４

８

一

砂

一

２
２
↓
２
《

９》９－９配声剛一郎巨弓目言厘言一

８
〃
》
０
↑

６
７
３

２
３
０

７

２

９

１
第
第
第
列
卿
一
列

年

年

一

年

３
－
↑
３
－
元

諏
一
諏
一
識

19

20i

●
「
Ｊ
Ｆ
Ｌ



〆

｜

’

一.一閃F

R3.9.30"回
一
年
一
一
九

一

一
和

一
今
洞

Ｆ
１
０
１
１
１
１
１
１
Ｊ
●
Ｊ
ｊ
８

I号第 1848321



別紙様式

I

民事判決書一覧（※言渡期日順に整理する｡）

民事12部乙令和3年9月分

備考一
(閲覧等制限の確定結果等）’事件番号(併合事件の場合は, 「ほか｣との表記可）

閲覧等制限の
申立ての有無言渡期日

’
I

】
弓平成 30 年 （ﾜ）第 31202 R3.9.14

■
■
■
■
■

４
－
９

２
－
５

５
－
２

６
－
２

第
第

恒
位

年
年

３
３

詞
一
諏

号 ６
－
１
，
』

１
－
２

９
－
９

３
一
３

Ｒ
－
Ｒ

2

号3

８

－
４

２

６
－
３

５

７
－
２

２

７

’
６

５

第
一
第

第

例
一
口
⑰

年
一
年
年

２

３

３

諏
一
諏
一
銅

号 R3.9.284

R3.9.28号5

号 R3｡9.286

R3.9.28号令和 3 年 （ﾜ） 第 16823７

令和 3 年 （ﾜ) 第 18002 号 R3.9.288

号平成 31 年 （ﾜ） 第 3149 R3.9.3091:平成 31 年 （ツノ 弟 3149
』 主 ‘.＝＝壱＝一一一-------, "--- --. ,- - -＝ -- -- -皇.－－－－

10i令和 3 年 （ﾜ） 第 13095

,,|平成 年 (ﾜ) 第平成 年 （ﾜ） 第

号 R3.9.30

号

一
轆
轆
鰔
聴

号億
一
嶬
》
億
一
準

じ
一
位
恒

年
一
年
年
年

12
－

１
１
ｒ
ｆ
Ｉ
１
ｆ
守
召
ｉ
，
；
！
；
“
２
１
１

」

号
一
号

13

14

号15

号年 （ﾜ） 第

年 （ﾜ） 第

16i平成
I
r－－一

171平成 号

こ記載すべき事項の確認をお願いします。備考欄に富閲覧制限の有無

部総括
裁判官

●

主任書記官

●



【機密性2】

別紙様式

民事判決書一覧（※言渡期日順に整理する｡）

民事14部令和3年9月分

事件番号(併合事件の場合は, 『ほか｣との表記可) |言渡期日

燕;壷F毒1重蚕扉霞互罪事函

備考
(閲覧等制限の確定結果等）

閲覧等制限の
申立ての有無

載
１
載
２
載
３

記
記
記

◇

一

’

四

Ｆ

“

叩

Ｐ一。

一
有

垂
希

有

・
・
，
“

．

例
例
例

甘 ＝

・

】
●
１
Ｊ
｛

三

“
》

夕
ｒ
一
一

一
定
ゞ

ｒ鄙

七
日
ｂ
“
輻

厩， ． ． - ， マー ． ． ． ， ＝録画曝歩一展一三一 一万了 5､ 昌昌． 吟 巳 ． ● ‘

葬髄'驚蝉;"隼÷鱗爵噂鯛。≠島
陰=－一空一宇南…÷＝幸一一等. ･.‘,ジー宝・ ,-季ゞ ,皇＝； i鐘

匿塑豊蕊捌欝;忠“~鳥
|令和 2で年 （ﾜ) ′第 28085／号

。

ゞ

‐

等

圭

一
榊
一
一
篝

鯉9･.p

H認○迩
畠碆遜､ …; .:湯

愚詞1

号

居

一

湯

一号

／

１

８
１
７
タ

３
７
６
西

６

４

４

３

２

１

３

４

１
３
｜
２

第
第
一
第
第

１
－

１
１

ワ

ワ
ー
ワ
ワ

ー
１
１
１

年
年
↓
年

年

３
｜
１
｝
３

２

R3.9.10諏
一
諏
一
諏
一
罰

2

R3.9.15/3

R3.9.15 ｡/4

R3.9.22'割,‘5

"5 ZSIR3927""令和 3 年 （ﾜ） 第6

！
Ｉ和

和
和
和
和

《
わ
《
わ
く
や
《
わ
《
祠
一和一

巨

万年 （ﾜ） 第

年 （ﾜ） 第

年 （ﾜ） 第

年 （ﾜ） 第

年（ﾜ）第

7

号8

号日

号10

号

成匡
１
２

１
１ 号第

第
第
一
第

ワ
ワ
ワ
ワ

年
年
一
年
年

号燕
一
輪
燕

３

４

５

１
１
１

～

ロ
言

号

一
識
ゞ
癖

号第
一
第

ワ
ワ

年
年

16

E。
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一一

部総括

裁判官

●

主任書記官
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別紙様式

'一蔀羅落
｜ 裁判官

一

民事判決書一覧（※言渡期日順に整理する｡）
民事15部令和3年9月分

~艤宇－ ｜
...g'LX ",ユ ーー、 I
備考’’1事件番号(併合事件の場合は, 「ほか｣との表記可） (閲覧等制限の確定結果等）

閲覧等制限の
申立ての有無言渡期日

i

f

巨
看
口
弓

９

８

７
８

７
５
．

３
９
３
３

第

第

〕
－

位
一
位

年
一
年

一
三
元
一
卵

一一

鯵惑j蔦
R3｡9.2
-

R3.9.3

R3.9.2
-

R3.9.3

熱
蕊

1

2

識
蕊

号 R3.9.6

R3.9.7

R3.9.9

R3.9.63 年 （ﾜ） 第 14136
:_‐

2 年 （ﾜ) 第 20875

3

号4

－

51灘 号3 年 （ﾜ） 第 3945

議
蕊

号 R3.9.9R3.9.93 年 （ﾜ） 第 7462
----§ ;_‐

2 年 （ﾜ）第 16853

6

号

－４

４

６

９
－
１

１

１

９
↓
９
９

９

Ｒ
一

随

随
一
雨

３ R3.9.9

R3.9.14

R3.9.14

R3.9.16

7

8艤 号2 年 （ﾜ） 第 24511

蕊 号3 年 （ﾜ） 第 171079

識 号2 年 （ﾜ） 第 3123110

３

３

３

蕊
蕊
蕊

号

一
号
一
号

号

一
号

師
一
哩
一
“
一

蝿

師

９
－
４

３

５

４

咽

一

旭

相

西

一幅

第
第
》
第
一
第
第

⑫
一
回
一
例
↓
回

口

年
一
年
一
年

年
一
年

R3.9.16R3.9.1611

R3.9.16R3.9.1612

R3.9.16R3.9.1613

R3.9.1614

R3.9｡16
二一－

R3.9.30

R3.9.30

R3.9.30
-.-.一二一ゞ一

R3,9.30

《０００－０
躯恥”一卵■

３３３－３
巳●

ＲＲＲ－Ｒ

５
ゞ
６

１
１ 2 年 （ﾜ） 第 3806 号

巳・ 方

溌
蕊 号2 年 （ﾜ）第 19377

3 年（ﾜ） 第 16898

3 年 （ﾜ） 第 15866

17

号鋪
一
輸
僻

18

号19

主任書記官

●



別紙様式

民事判決書一覧（※言渡期日順に整理する｡）
民事16部甲係

令和3年9月分
「
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ

ｌ

ｌ
、
ｔ
ｊ
ノ

ー
鍔
一
定

一
考
確

一
備
蝿

一
等

一
匪
皐

一
個

Ｆ
Ｉ
Ｉ
Ｉ

ﾄ

Ｉ
》
詞
一
号

壼
篝
一
脚
一
切

か
９

《
ほ
２

ｒ部
一
第

砺
一
例

件事
年

〈画餅
元

酉
看
‐雫
一
罰1

R3.9.1号3 年 （ﾜ） 第 2326諏
一
御

2

３
－
３
－
３

－
一

御
一
認
一
認

3号号 R3.9.1

R3.9.1

年 （ﾜ） 第 6860年 （ﾜ） 第 6860

年 （ﾜ） 第

年 （ﾜ） 第

17624

3

号4

号 R3.9.22965

号 R3.9.9

R3.9.13

R3.9.13

令和 2 年 （ﾜ） 第 16854６
７ ロ

竜
一
巨
宕
一
一
口
看
，
一
口
弓

９

２

０

８

７

５

９

８
５
３
２

６
５
３
４

１
３
１

第
第
第
第

１
１
ｊ
‐

ワ

ワ

ワ

ワ

ー
Ｉ
ｉ
１

年
一
年
一
年
一

年

２
－
３
－
鯛
元

諏
一
諏
一
鰄
諏

8

４

４

Ｊ
１
９
９
’

３

３
－

Ｒ

Ｒ
－

9

10

R3.9.14

R3.9.15

11

12

R3｡9.16号蝿
一
吋
一
一
函

一
唖
．
｜
岬
口

第
第
第
第
一
第

ワ
列
功
功
列

年
一
年
年
一
年

年

３
－
３

一
”
口
釦
２

詞
蒋
一
雑
諏

和今而３
４
５
．
６
７

１
１
１
１
１

榊
一
一
報
一
唖
．

’
第
第
第

一
報
三

癖

一

報

令和3

平成29

平成30

号 ６
《
９
９
．
’

１
－
２
２

与

■
』
巳

醒
一
砕
一
碑

号

号

R3.9.30号

’｜
I18

一一

部総括
裁判官

●

官記

●

圭
配任主



別紙様式

一一一一一一

民事判決書一覧（※言渡期日順に整理する｡）

民事16部乙係令和3年9月分

i
閲覧等制限の
申立ての有無
閲覧等制限の
申立ての有無言渡期日

アI
R3.9.6 i

′ i

R3.97';

I

一一■一宇一一

事件番号(併合事件の場合は, 「ほか｣との表記可）
備考

(閲覧等制限の確定結果等）

1 1平成 31 ‘年 （ﾜ） 第 10233ゞ
iー"_－ －－．－．

2i 令和 3 " 年 （ﾜ） 第 3900"令和 3 ” 年 （ﾜ） 第 3900 ′

号

巨
言

号 R3.9.9/〆
一
ノ
一

卯
一
“
一

３
－
４

３３
５

第
一
第

１

１

個
一
位

年
一
年

〆ｆ

・
〆
王

一
元
３

和
一
和

く
れ
一
《
わ碗

一

3

号 R3.9:9'

糊
珊
一
州

ゴ ･
一

3． 年 （ﾜ） 第 9410 R3｡9.9'
Eコ

石弓

５

３

９

９

０

６

８

９

１
２

・錆宗

椎
弟

ワ

・ワ

ー

１

年

年

ぎ
』
ザ

一元

一兀

和
和

一
今
而
一
今
や

／
〆
－

０

１

１

２

９

９

３
３
－

Ｒ
Ｒ
一

／

R3.9.21

号

_ 〆

号外7

〆
証
二
皿
一
孤

把
一
㈹
一
一
蛇

第

第
一
第

列

切
一
列

年

年
一
年

グ

ノ
ー
ノ

２

３

－

調

和
和
一
成

令
呈
令
一
平

〃
《
一
グ

－

１

２
》
２

９
－
９

■

一

。

郎
一
郎
一

号8

号Ｆ
勘

R3.9.22'

／

R3.9.22

号10

〃

｜グ

瓢

一
４

１

７

５

１

第
恥
弟

〕
卿

ワ《
年
年

グ
ノ

３
３

帥
和

和

一

今
石

・
今
而

号11

号 R3.9.2212

年 （ﾜ） 第 13316《
ｰ． …雪ﾕｰｰ

年 （ﾜ） 第 3175′

号 ／
－
．
／
一
〆

劉
一
塑
一
卯

９
９
９

昭
一
剛

郎

都
鋤
一
和
一諦

13

号I14

臣
一
毎年 (ﾜ） 第 4644／

弟

一
一
第
一
第

１

一
’
一
Ｊ

し
一
値
一
恒

年
一
年
年

３－
一
認
一
銅

５
６
７

１
１
１

令和年（ﾜ）第１
１ﾄｰ笠

｜無

号

号

無号第
一
第

ワ
ワ

年
年

諦
一
詞

18

無号19

令和 無号年 （ﾜ） 第20

部総括

裁判官

●

主任書記官

●



別紙様式

民事判決書一覧（※言渡期日順に整理する｡）

民事第17部令和3年9月分

の
無
限
有
制
の
等
て
覧
立
閲
申

備考
(閲覧等制限の確定結果等）言渡期日事件番号(併合事件の場合は, 「ほか｣との表記可）

令和 3 年（ﾜ） 第 9619 号

令和 2 年 （ﾜ） 第 11185 号

R3.9.11

R3.9,3 '

R3.9.33

R3.9.34

R3.9.135

i令和 3 年 （ﾜ） 第 11709
i 一

号 R3.9.14R3.9.146

４
１
８

１
５
２

５

８

８

５

６

０

２
１
２

》
弟
挙
弟
捲
弟

ワ
ワ
ワ

年
年
年

２
２
１

－

和

和

和

一

今

市

《

わ

〈

詞

号 R3.9.157

号 R3.9.178

号 R3.9_299

R3.9.29

R3.9.29

１0

i
'令和 2 年 （ﾜ） 第 29879 号

号馴

一

馳

一

鋼

一

卵

一

“

一

鯛

一

一

１

１

１

第

一

第

第

一

第

第

第

ワ

ワ

ワ

ワ

、

ワ

ワ

年

年

年

一

年

年

年

３
－
３
－
３
和
和
和
成
成
《
成

令
令
一
令
平
平
一
平

R3.9.2912

R3.9.29巨
巧
一
口
宮

13
－

R3.9.291 4

丁号１5

号
■
■
Ⅱ
■ 6

号
■
Ⅱ
■
■ 7

部総括
裁判官

●

孝任書記官

●



別紙様式

主任書記官

C
民事判決書一覧（※言渡期日順に整理する｡）

民事18部
令和3年9月分

’|露澗事件番号(併合事件の場合は, 「ほか｣との表記可） 言渡期日
備考

(閲覧等制限の確定結果等）

寵
年 （ﾜ）第 30602／号 R3.9.6 ,，

一一

R3.9,9//

1

/号年 (ﾜ） 第 147892

年 （ﾜ） 第 12719

年 （ﾜ） 第 10438

年 （ﾜ） 第 12218

年 （ﾜ）第 32612

２
－
３
－
３
－
元

和
和
和
和

〈
洞
《
わ
《
や
今
洞

身’ R3.9.10【
吟
】

一一一一一一

信
一
碍
一
篝

R3.9.16/4

R3_9.165

R3.9.216

R3.9.22/
L

R3｡9.30

R3.9.30
参

９
３
２

２

成
和
和

平
令
一
令 令和2

号

壱
一
是

〆

０
５
４

州
一
醗
一
程
． 22634是

一年 （ﾜ） 第

年 （ﾜ） 第

年 （ﾜ） 第年 （ﾜ） 第

7

8

9
－

令和 年 （ﾜ） 第 号10

号(ﾜ） 第年
一
年

令和11 1

号(ﾜ） 第令和

認

一
諏
一
諏
一
調

１
１
１
１

２
３
４
５

号

一
一

第

第
↓
第

ワ
ワ
ー
ワ

１
－
１

年
年
一
年

号

号

一
一

第

第
一

例
回
一

年
年

一
御

一

御

号16

号17
一一一一口凹凸醐掴一

部総括
裁判官

●



別紙様式

一

民事判決書一覧（※言渡期日順に整理する6）
民事19部令和3年9月分

備考|閲覧等制限の
|申立ての有無一(閲覧等制限の確定結果等）

L

事件番号(併合事件の場合は， 「ほか｣との表記可） 日
０－翻

期渡
一
一
二
目

一
巨
言
一
目
言

７
御
翫
一
邪

１

－

帯
弟
一
拾
弟

一
回
一
㈲

一
年
一
年

’
一
棚
一
蒋

元
”

１
２ 平成30年㈲第509号

令和 2 年 （ﾜ） 第 4138
訴
誌

R3.9.22

R3.9.24

R3.9.22

3

R3.9.29

三

巨言

回竜

郷

畑

８
調
．

第

第

ワ
ワ

年
上
年 号１

鋤
一
元

成
一
和

平
一
令
一
元

４
５

－
２
一

一
一
一

一
和

諏
一

一
今
や一
一
一

９
９
２
２
９
９
３
３
Ｒ
Ｒ’

４

０
－
６

３
－
６

３
’
－
９

３
．
－
１

峰
弟
徒
弟

ワ
ワ

年
一
年 号6

令和 2 年㈲第 303 号 R3.9.30 、7

成
成
平
平 平成蔀

号第
第

吋

年
年 年第

8

号号

一
鍼
一
砿
一
一
鍼
三
稚
一
聴
一
稚
一
鍼
一
燕

1

号

一

三

｜

壬

一

一

一

第
第
第
忌
弟
第
ゞ
第

第

第

年
一
年
一
年
一
年
一
《
年
一
年
年
一
年

1

号1
一

号1

号1

号1

号1

号1

号1

部総括

裁判官

●

主任書記官

●



別紙様式

民事判決書一覧（※言渡期日順に整理する｡）

民事22部令和3年9月分
－

１
１
１

事件番号(併合事件の場合は, 「ほか｣との表記可）

令和 2 年 （し）第 506 号

肝

備考

(閲覧等制限の確定結果等）言渡期日|篭謝黙’

R3.9.10

R3.9.24.

1

2

R3.9.24

３
４ R3｡9o24

８
》
０
－
０

“

一

卵

一

卵

白３

３

３

【

茸

恥

［

〕

帆

向

【

い

‐
‐
‐
１
１
Ｉ
ｉ
Ｉ
ｊ
；
…
ｉ

号
一
号
一
号

5 〕

｜
聴
一
稚

年 （ﾜ） 第

年 （ﾜ） 第

33731

37499

889

鯛
一
調
卯

6

7

成
成
一

平

平

号年 （ﾜ） 第

年 （ﾜ） 第

8

号9

平成 号補
弟
搾
弟

１
１
ワ
ワ

年
年

10

号平成1 1

号

第
一
第
第

憧
一
億

列
ワ
汐
一
け
ワ

年
年
年
年
一
年

ｉ

ｉ

ｉ

１

１

１

！

．

“

、

，

：

１

１

ｉ

１

！

ｉ

一

：

‐

：

１

１

ｉ

’

一

－

雑
一
鰄
蒋
轍
稚

２
３
４
５
６

1

号1

号1

目
一
勺1 』

号1

｜

’号年 （ﾜ） 第7i平成
I

2

1

部総括
裁判官

|●●
主任書記官



別紙様式

●●
民事判決書一覧（※言渡期日順に整理する｡）

民事23部令和3年9月分

備考 i
(閲覧等制限の確定結果等） ’

閲覧等制限の
申立ての有無

事件番号(併合事件の場合は, 「ほか｣との表記可） 言渡期日

蕊蕊；鶏議蕊議鳶謹蕊溌
、 冒

愁患
４
１
．
冊
１
屯
ざ
４
日
日
刊
７
部
『
９
１
可
０
串
Ｉ
ｉ
Ｉ
１
１
ｆ
Ｉ
０
１
６
ｆ
“
ｆ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
ｊ
Ｉ

８
ｂ
１
Ｊ
１
ｆ
■

載例｜

議講蕊蕊篭鐸
' i

載例！
2 ’

脅釧溌篭篝諜露議錘挙一議蕊蕊認垂塗鍔謹識
1 i令和 2 年 （ﾜ） 第 26247 号I R3.9.2

2冷和 2 年 （ﾜ） 第 5476 号R3.9.6 1

3冷和 3 年 （ﾜ） 第 11743 号 R3.9.9 i
i－" ._ 一 .…- --…

4‘|令和 2 年 （ﾜ） 第 10643 号I R3,9.9 1

鍋島自浄

令和 3 年 （ﾜ） 第 号11743 R3.9.9

令和 2 年 （ﾜ） 第 10643 号

『
〆
』
『
Ｆ
〕

毎
日
晏
一
口

鍵蕊鐵
弟蘇十さ豆｡ d舞砺割勘F誤孟‘･群斡秬

裁辮雪識窪

蕊募舞蕊
巻1 ,. -△隼冨,:琴t宅･

鍵霧
響熱-号報- ; :拷' &､

鰯馳懇認ミ
ニ = b ,． '缶ｲr "坐I

記

平成 30 年 （ﾜ） 第 28398 号 R3.9.145

平成 31 年 （ﾜ）第 5819 号 R3.9.146

哩
一
諏

帥

３
－
５
“

２
－
４

鑑
弟
礒
弟
捨
弟

ワ

ワ

ワ

年

年

年

訓
－
３

３

成
一
和
和

平

一

令

一
令

号 R3.9.167

号 R3,9.168

号 R3.9.169

犯

唖

舵
一

６

第
一
第

１
－
１

ワ
ー
ワ

年
年

馴
－
２

成

和

平
一
令

ｐ
一
つ R3.9.1710

号 R3.9.2111

令和元年 （ﾜ）第 22593 号 R3.9.2412

令和 2 年 （ﾜ）第 11727

７

ｐ

年

号

言］

ｂ
一
副
一

■

，

が

９
－
９
《
９

９

９

３
－
３
》
３

３

３

Ｒ
－
Ｒ
》
Ｒ
Ｒ

Ｒ

Ｉ
■
Ｉ
Ｉ
Ｆ
Ｉ
ｌ
Ｌ
可
ｒ

－
卜
…
．
。
！
、
、
！
‐
、
１
０
９
既
恥
Ⅱ
？
～
！
…
堂
Ｉ
１
Ｉ
ｊ
ｊ
ｌ
５
１
１
，
４
Ｊ

Ｉ
１
４
Ｉ
１
ｊ
１
Ｔ

Ｉ

医

宣
言
一
勵
旨
言

号
一

国言》

《１

９

１

一
７
－

２

４

９

９

１，

７
９
９
０
－
６

１
”
２

９
１
｛
１

１
－
１
２

１
１

第
一
第
第
第
一
第

１
’
１
‐
Ｉ
－
ｊ

一
位
け
桓
一
恒

一
年
年
一
年
一
一
年
一

２

釦
卯
上
２
２
－

認

報

一
雑
一
銅

翻
一

識
ｉ
‐
ｉ
刎
鼎
Ｉ
ｉ
５

６

別

ｉ

‐

１
１
１
１
１

R3.9.

R3.9.

R3_9.

令和2年（ﾜ）第11617号R3.9.

27
-

R3.9.28

30

30

30

難|主任書記官

蕊溌鶏霧蕊蕊



別紙様式

●i
i …

民事判決書一覧（※言渡期日順に整理する｡）

民事25部令和3年9月分

I蕊澗I1

備考 ．
(閲覧等制限の確定結果等）

一
》
一
》

日期渡
二
一
一
戸事件番号(併合事件の場合は, 「ほか』との表記可）

曼
笥
島
号
一
局

１

０

２

９

０

４
８
９

４
５

４
６
４
３
９

２
９

８
１

５

１
’
２
１
１
１

第
一
第
第
第
第

ｊ

ｊ
ｌ
ｌ
ｊ
－

ワ
》
ワ
ワ
ー
ワ
ワ

ー
１
１
－
１
１

年
年

年

年
年

３
二
元
釦
３
３

和
一
和
成

和
↓
和

令
一
令
一
平

一
令
一
令

1 ノ
ダ

'

／
鞭
／
〃
ノ
ノ
〃

2

R3.9.63

R3.9.10
･ぶ’

R3･9･10/

4

5 ／

R3.9.10
ノ

【6

虚

／
〆R3.9.107

R3.9.108 ／
’

御
一
癖
三
獅
鍛
一
剛
：
一
僻

第
一
第
第
第
一
第
第

け
一
位

位
一
け

個

位

年

年

年

一

年

年

年

２
－
３
元
鋤
－
２

元

一
和
和
和
一
成
一
和

和

一
令
令
令
一
平
一
令
一
令

令和2年（ﾜ）第15201

号，I R3916R3.9.169 〆

〃

〃
６

６

１

１

■

■

９

９

■

●

３

３

Ｒ
－
Ｒ

〃
一
外

国
言
一
巨
宕

10

ｨ1 ／

号 R3.9.24

－－－－ユ

R3.9.27/
R3.9.27

／

12 ／
〃

号/’
－－－1

号 ｜
≦’

酉

~弓． ，
〆

13
／

／14

・／

－
７
－
２
｜
畔ｑｌｌＪ

１
１
ノ

ワ
Ｌ
ワ

ｉ

１

年
年

－
３
－
３

－
認
一

認

み
ず
ｇ
／

画
言
ロ
言

０
．
８

５

１

５

９

１

４

１
１

第15 〆

第 R3.9.2716 ／"ノ

罰
〃
一
号
／
一
島

卵

珂

咽

帽
一
幻
ゞ
８

第
一
第

第

ワ

ワ

ワ

年

年

年

釧
一
調
３

砿
一
輪
三
識 ／ 令和3年（ﾜ）第8421

R3.9.28 ,
／

R3.9.28/

R3｡9.30

R3.9.28 ,
／

17
／

／８
９

１
１

一

号
一
号令和 年 （ﾜ） 第

4

’
I

’20

螺|主任書記官

●



別紙様式

民事判決書一覧（※言渡期日順に整理する｡）

令和3年9月分 民事26部甲

閲覧等制限の｜
|車立ての有無’事件番号(併合事件の場合は, 「ほか｣との表記可） 言渡期日

備考
(閲覧等制限の確定結果等）

翻
一
諦
二
隷
一
榊

号
一
割
口
号
号

剥

旧

刀

７

１
肌
岬
船

７
２

第
第
第
第

ワ
ゞ
ワ
ワ
ワ

ｉ
’
１
１
１

年

一

年

年

年

R3.9.8

R3.9.8

1

2

R3.9.8 .
３
４ R3も9.9

R3.9.10

R3.9.10

R3.9.10

5

6

7

R3.9.17

R39.21

8

9

R3.9.2410
－ムー

R3.9.3011

1

！12
４
ｆ
ｑ
４
Ｉ
１
ｊ
ｌ
ｌ
ｌ
１
Ｉ
Ｊ
ｊ

13

14
’一

５
６
１
１

17

18

19

20

部総括
裁判官

●

主任書記官

●



別紙様式

民事判決書一覧（※言渡期日順に整理する｡）

民事26部乙令和3年9月分

I

’事件番号(併合事件の場合は,「ほか｣との表記可） i
備考

(閲覧等制限の確定結果等） ’
閲覧等制限の
申立ての有無言渡期日

令和 3 年 （ﾜ） 第 7798
ロ
言
． R3.9.21

令和 3 年 （ﾜ） 第 4576. 号 R3.9.62

例
一
例

年
年

一

元

３

－
和
一
和

一
《
や
》
《
わ

号第
一
第

R3.9.8
一一

R3_9.9

14636
-

13300

，
ニ
レ
ロ
マ
日

号４
５ 平成 29 年（ﾜ) 第 43905 号 R3.9.13

畢一 P……P

平成 27 年 （ﾜ） 第 20448 号ほか R3.9.16
-

R3.9.16

6

令和 2 年 （ﾜ） 第 22813 号7

幽

沌

一

認

一

９
釦
》
錨
一

第第司第恒一け一位

年
一
年
年
一

一
諏
一
諏
一
翻
そ

３

２

３

》

号 R3:9.16

R3.9.27

8

号9

号 R3.9.2710

号
一
号

１
－
２

６

８

０

．

４

４

４

第
第

１
一
Ｊ

ワ
｜
ワ

年
一
年

卯
一
訓

成
成
平
平

R3.9.2911

R3.9.2912

令和元年 （ﾜ） 第 21872 号ほか R3.9.3013

14

15

６
７

１
１

18

19

！20

部総括

裁判官

●

主任書記官

●



機密性2
別紙様式

民事判決書一覧（※言渡期日順に整理する｡）

民事27部令和3年9月分

閲覧等制限の ‐～備考
申立ての有無（閲覧等制限の確定結果等）
閲覧等制限の
申立ての有無 I事件番号(併合事件の場合は，

令和 2 年 〈ﾜ） 第

令和 3 年 〈ﾜ） 第

言渡期日｢ほか｣との表記可）

号
函
号

R3.9.3184491

R3.9.38052

ロ

言

ほか令和 3 年 （し） 第 249 R3.9.73

巨
万
一
国
言
一
巨
宕

３
８
’
８

８
８
韮
０

０
１
７

４
．２
１
》
６

第

第

第

口

例

回

年

年

年

２
－
３
２

－
諏
一
諏
一
銅 号祁

R3.9.8

R3.9_8

4

5

R3.9.10

一
獅
一
岬

蛎

峠
弓
峠
一
喉

一
昨

年
一
年
一
年

年

２

元

馴

元

諏
三

諏
一
鍼
一
調

6

号
一
号
鼬
号

R3,9.13

R3.9.14

7

8

R3,9.159

号
嘩
号
一
号
帥
号
錘

５
》
－

５

》
６

卵
一
脚
一
蝿

２第
第
第

列

凶

℃功

年

年
上
年

２
３
、
３

－
和
一
和
一
和

一
《
預
一
《
詞
一
今
而 ３

R3.9.1510

R3.9.1611

号
一
号
一
号
一
号
一
号
一
号

「

》
一
一
一

蝿

ｍ

岼
一
鯛
１
１
－
加

一８

５６

鯛

㈹
４
２

８
０
釦
１

第
一
第
第
第
第

第
一
第

吻
：
｜
吻
列

切

列

列

列

Ｉ

１

１

１

１
“
１

１

年

年
一
年
一
年
年
一
年
年

３

元
元
》
２
－
２
－
２

諏
一
銅
一
一
諏
一
舗
一
諏
一
令
一
Ｉ
伶

和
に
和

R3.9.2112

R3.9.2113
一一

R3.9.2214

R3.9.2215

R3｡9,2416

17

18

19

R3.9.27
--

R3.9.27

R3.9.27

’16645 号
201令和 2 年 (ﾜ) 第

R3.9.29

部総括

裁判官

I●

主任書記官

●



■■■号
勵
一
号

一
一

一
月
叶
一

一
秘
一
邪
一

一
準
唯
一

一
年
一
年
一

一
２

－
”
一
成
一
和

｜

平

一

令

口

－－－－
－

皇

一
唖
一

０３
甲９３Ｒ

－
Ｒ
－

21

２
３
４

２
２
２

’
一ー一一一一一一

令和3 年 （し）第 153
－一一一一

鳥L

R3.9.30

里R3.9.30|令和 3 年 （吻第
L------- -－－－－－－－－－－．－－

270



別紙様式

難|主任書罷割
｜
ﾄ

部総括
裁判官

’
I

民事判決書一覧（※言渡期日順に整理する｡）
民事第30部

令和3年9月分

盾果等）
閲覧等制限の
申立ての有無

包
１
ｒ
１
Ｉ
ｌ
ｂ
■
８
■
８
１
■
Ｉ
ｈ
Ｆ
Ｐ
Ⅱ
Ⅱ
０
６
■

言渡期日 ’事件番号(併合事件の場合は’ 「ほか｣との表記可）
備考 ’

(閲覧等制限の確定結果等）

－
０

噸
一
元
２
３

－
令
一
令
一
平

罪
和
和
一
成

直
言

戸
１
１
１
‐
ｌ
ｌ
ｌ
９
Ｉ
６
ｌ
ｌ
１
１
１
１
ト
ー
Ｊ
ｌ
ｌ
Ｉ
ｌ
Ｉ
０
ｉ
Ｉ
署
り
し
，
Ｉ
Ｉ
ｊ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
‐
Ｊ
１
Ｉ
Ｉ
５
や
ｌ
ｌ
ｌ
Ｕ
Ｉ
ｌ
Ｉ
Ｉ

１
２
３

l
i

I

号| R39.9
1

年 （ﾜ） 第 29087

年 （ﾜ） 第 2153

年 （ﾜ） 第 23081

令和 2 年 （ﾜ） 第 31127 号 R3.9.14
4

平成 ‘･ 年 'ﾜ' 第 Ⅷ06§ 号|R"E
－

一一一一一一一一

令和元年 'ﾜ! 第 忍恥~.=i"@_
5

6

令和元年 （ﾜ） 第 28715 号 ６
－
６

１
１
９
９
￥

●

●

３
３

Ｒ

Ｒ
－
R3.9.16

71

年
一
年

２

２

和令
一
詞

号

R3｡9.16

､R3.9.16

(ﾜ）第 23884

(ﾜ） 第 33194

8

号9

号令和 3 年 （ﾜ) 第 1063710

令和 3 年 （ﾜ） 第 号 R3.9.28
-

R3.9.29

61911

12 平成 29 年 （ﾜ） 第 5555 号ほか
'一一一一一一－

131 平成 30 年 （ﾜ） 第 5591 号 R3.9.30

R3.9.30一
銅
一
銅
一
帥

二
つ年 （ﾜ） 第 9827314

’
６
５
ｔ
繰
昨
齢
．
、
Ｌ
Ｉ
１
Ⅱ
１
１
リ
ー
印
ｒ
ｂ
Ｉ
リ
ー
，
ｂ
Ⅱ
Ⅱ
１
１

号帝
弟
捧
弟

年
一
年

ワ
ワ

I
15

h

l
I

号16

17

18

19

’i
I

’’20 J

1

● ●



別紙様式

I

●
民事判決書一覧（※言渡期日順に整理する｡）

民事31部甲係令和3年9月分

備考
（閲覧等制限の確定結果等）事件番号(併合事件の場合は, 「ほか｣との表記可）

閲覧等制限の
申立ての有無言渡期日

号平成 31 年 （ﾜ） 第 7737

令和 3 年（ﾜ） 第 9025

R3.9.11

号 R3.9.102

号令和 3 年 （ﾜ） 第 R3.9.157193

｜
号
自
言
一
号
一
号
一
号

肥

卵

髄

録

却

９

６

Ⅲ

打

曄

的

帽

一

枢

第

第

第

第

蒜

弟

一
列
列
宇
列
一
列
功

一
ｉ
ｉ
《
Ｉ
’
’

一

年

年

年

年

年

３

２

３

－

３

一

元

和

一

和

一

和

一

和

和

く
わ
一
今
而
一
〈
祠
一
今
や
一
《
わ

R3.9.214

R3.9.225

R3.9.24
-

R3.9.24

6

7

R3｡9.28'8

ロ
言
一
自
一
石

５
－
』
０
－

６
ゞ
－
７
－

２
－
６
－

７
》
２
．
－

２
３
第
第

列
一
切

割
“
一
銅

２

２

和
一
和

合
和
一
今
市

R3.9.280
V

R3.9,2810

部総括
裁判官

主任書記官

●



別紙様式

部総括
裁判官

●
民事判決書一覧（※言渡期日順に整理する｡）

民事31部乙係
令和3年9月分

閲覧等制限の 備考
申立ての有無 （閲覧等制限の確定結果等）

岬癖

|事件番号(併合事件の場合は, ｢ほか｣との表記可）
一

等
て
覧
立
閲
申

日期渡
一
言
宮

一一

R3.9.2

－２

２
２
３

－
和
和
一
〈
や

和く
わ
》
《
洞

号

８

９

９
９
９

■

■

３
３
３
｜

Ｒ

Ｒ

Ｒ

年 （ﾜ） 第 30221

548

■
■
Ⅱ
■

号年 （し） 第
一

年 （ﾜ） 第

2

号120953

R3.9.13

’

７

３
一

２

７
－
２

７

３

第
第

恒
恒

年
年

３

－

２

諏
一
鋪

号4
一一

号 R3.9.135
一一

R3.9.136
一一

号 R3.9.15年 （し） 第 86

年 （ﾜ） 第 9442

３
－
２

阜

一
日

和
矛
一
く
わ

《
祠

一

7

酉
一
勺 ５

》
５

１
１

９
》
９

３
－

３

Ｒ
－

Ｒ

8

ロ
ー
弓令和 2 年 （ﾜ） 第 304589

号 R3.9.16令和 3 年 （ﾜ）第 818310

R3.9.1611
一声

号 R3.9.16

R3.9.28

R3_9.28

R3.9.16３
－
６
’
５

岬
一
一
郡
一
伽

第
一
第
一
第

１
．
１

１

》
一
郭
一
諏

３
－
２
－
２

－
諏
翻
一

和今や
』

ｌ
ト
ー
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ

12

号13

号14

沁
一
鋸

岬

１
－
８
３

１

２

第

第

㈱
口
例

年
一
年

年

３

１

２

》
和

和

和

一

今
石
一

《
洞

一
《
わ

号 ９
－
０
０

２

３

３

■

■

９

９

９

■

３

３
－
３

Ｒ
↑
Ｒ
－
Ｒ

15

号16

号17

主任書記官

●



別紙様式

部総括
裁判官

主任書記官

ａ
ｕ
r、

L』

民事判決書一覧（※言渡期日順に整理する｡）

民事32部甲係令和3年9月分

閲覧等制限の｜ 備考
申立ての有無i (閲覧等制限の確定結果等) |

事件番号(併合事件の場合は､ ｢ほか｣との表記可) 信渡期日

平成 30 年 （ﾜ）第 36832 号 R3.9.3

令和 2 年（ﾜ） 第 28432 号I R3.9.3

諏一鍼

号

－２２
恥一郷

３２

焦第弟

ワワ－ｉ１

年年

釦－２

号

口

ｒ
６
ｐ
Ⅱ

2

一
御
一

号3 年 （ﾜ） 第 2457 R3.9_3
-

凸

』

巨万

口
右
画
言

７

６

１

３
－

９

３

３

㈹

０
４
９

３

１

第

第

第

個

位

恒

年

年

年

２
－
３

帥

一一銅

諏

一

砿

R3.9.74

R3.9.75

R3.9.96

号 R3,9,9

R3.9.9

蠅
一
慨

１
－
９

俵弟

隼弟

１
－
１

ワ
｜
ワ

ー
１

年
年

３

３ 億３ 9188

和
和

今
而
《
や和

一
《
や

7

口
嶢

位
一
個

年
年一元

一

一
和

一

〈
や

号号

29958

34740

8

号 R3.9,109

Ⅷ ‐ー ‐ :

01令和 2 年 （ﾜ）第 14361

1 1令和 2 年 （ﾜ） 第 33256

号 R3.9.141
一一 ■丘=＝F . ー

R3.9.14号1

令和 3 年 （ﾜ） 第 16655 号 R3_9.161 2

認
一
一
伽

第
第

１
一
Ｊ

ワ
》
ワ

年
年

－
３
－

３

和
一

和

く
わ
一
《
わ

回

巧一 R3.9.17
- －2－－－３

４

1

号 R3,9.241

号3 年 (ﾜ） 第 11852
二 － 一 －－ qｮ 段 一一 ﾆ ､ゴb- 一一

2 年 （ﾜ） 第 23701年 （ﾜ） 第

R3.9_24

園

一
和

罰
一
令

15

号i R3.928
－凹一－

1 6

1

号
号
号
号
号

第
第
第
第
第

じ
じ
位
恒
恒

年
年
年
年
年

24877

30009

31254

8832

16596

２
２
２
３
３

R3.9.28令和71

一一一



別紙様式

主任書記官

民事判決書一覧（※言渡期日順に整理する｡）

民事32部乙係令和3年9月分

I
！

I
備考

(閲覧等制限の確定結果等）
閲覧等制限の
申立ての有無 ’事件番号(併合事件の場合は｢ぽか｣との表記可) |言渡期日

平成 30

令和 3

号年 （ﾜ） 第 17879

年 （ﾜ） 第 8187

R3.9.8

１
２
３
４
５
６
７
８
９
０

号 R3.9.10
一

R39.16令和元年（ﾜ） 第 29408 号

令和 2
ワーー

令和 3
－－

平成 30

号第
一
第
一
第

11213

3836

29124

R3.9.22例
一
口
一
例

年
一
年
一
年

自
言● R3.9.24

R3.9.27号

｜
諏
一
認

号元年 （ﾜ）第 14036

3 年 （ﾜ） 第 9669

R3.9.28
-

R3.9.28号

号平成 31 年 （ﾜ） 第 11178 R3.9.30

’号令和 2 年 （ﾜ） 第 19158 R3.9.301

部総括
裁判官

ｎ
ワ ●



【機密性2】
別紙様式

民事判決書一覧（※言渡期日順に整理する｡）
民事33部

令和3年9月分

時学一一一詞F一一…－－1手一輝幸~ー‐~函一画

闇謝黙|噛覧零制砿蔭定結果等）
記載
1

例

例記駁
2

記載
3

例

一
認
一
諏
一
認
一
銅
一

号
一
号

９
０
１
７

蛇

一

鍋

２

２

R3.9.7癖
一
癖
一
口
峠
一
峠

年
年
元
年
年

一
元
一
一
元
一
，
』
一
元

１
２
３
４

R3.9,14.

R3.9/17

R3.9.28

R3.9.28
--.--" -. と－－－2：

R3.9.28

R3.9.30 、

巨
万
一
国
言

９
’
７

９
｝
３

５
１
７
４

２

３

号
一
号

卵
一
帥
－
３

１
７
－
８

４

３

》

１

３

１

－

第
第
一
第

列
↓
列
功

Ｉ
１
１

年
一
年
年

元
一
２
３

和
一
和
和

令
一
令
令

卜
．
１

５
６
７ 号

成
成
成
成

平
一
平
平
平

号第
第
第
第
第

ワ
ワ
ワ
ワ
ワ

ー
１
１

年
年
年
年
一
年

８
９
０
１
２
３
４

１
１
１
１
１

号

号
一一

号
一ゴ…一

－一ー

号平成

15平成
－一一一■

16平成

'71平成
I 一争 四一

号
一
号
一

一
一
一
一

’
年（ﾜ） 第

年 （ﾜ） 第

_－三

J
1
1｜

’ I

部総括
裁判官

F

DL

|主任書記官

|●

篭識詮
蕊
令涛…畠

14鈩軍員畢
計』■丹缶配唾』

蕊

Ⅲ翰砺懲愚愚溌＃
一

議乳學鐸蔦

鐸曹一再喝
驚鱒
篭

(『茨j」



別紙様式

一一一一

●
民事判決書一覧（※言渡期日順に整理する｡）

民事34部令和3年9月分

備考
（閲覧等制限の確定結果等）I

閲覧等制限の
申立ての有無言渡期日事件番号(併合事件の場合は, 「ほか｣との表記可）

令和 2 年 （ﾜ） 第 28170／号I R39.9,1

僖
一
潟

７

１

９

７

１
－

８

３

７

３
１

第
第

例

例

年
一
年

２
一
元

一
和

和

一
〈
祠

《わ

IR3.9.10/2

R3.9.243

令和 2 年 （ﾜ） 第 1511

令和 2 年 （ﾜ） 第 33181

存号 R3.9.24,,

R3.9.24/

4

亘
更
得
一
号
一
喜

一
》
／
ゞ

言

佃
一
呵
一
“

幻

３

３

・

３
３
６
６
０

第
第
第
一
第

１
１
１
－
１

ワ
｜
ワ
ワ
ー
ワ

年
一
年
年
一
年

２
元

３
３

認
一
諏
一
一
認
一
詞

ロ
毒で5

ン
｜
〆

７
》
９

２
』
２

９
－
９

３
－
３

Ｒ
↑
Ｒ

6

7

R3:9.29/8

R3.9.30元9

R3.9.3010

11

12

億
一
億

位
一
位

年
一
年

一
諏
一
詞 第

号13

号号

一
第

第

第

１
｝
１
１

１

ワ

ワ

ワ

ワ

年
年

年
年

和
和
§
和
和

《
わ
く
や
一
一
今
祠
今
石舗

14

号15

号16

､

号

一
罰
一
認

17

巨
弓年 （ﾜ） 第

年 （ﾜ） 第

18
空

号19

20

部総括

裁判官
主任書記官

「
Ｊ

Ｆ
Ｌ



別紙様式

民事半ﾘ決書一覧（※言渡期日順に整理する｡）

民事35部令和3年9月分

鎧塁割
備考

|鱸臘(閲覧等制限の確定
１
１|事件番号(併合事件の場合は, ｢ほか｣との表記可） 言渡期日

令和 2 年 （ﾜ） 第 14948
一 ■ーザ , ｡ .■ "~

号 R3.9.91

令和 3 年 （ﾜ） 第 9999 号 R3.9.172

R3.9.28一
２
２
一
例
－
１

和
和
成
和

一
令
一
令
平
一
令

号
一

号
一
号

号

皿

師

一

７

１

８

５

叩

郡

配
銅
８
１

第
誇
弟
第
ゞ
第

報
一
報

報
一
報ワ

3

R3,9.284

R3.9.305

R3.9.306

R3.9.307

8

9

｜ ’
酉

･巧年 第1 0
一

部総括
裁判官

●

主任書記官

●



別紙様式

●
‐ 』

民事判決書一覧（※言渡期日順に整理する｡）
民事36部

令和3年9月分

’
一一

I|事件番号(併合事件の場合は, ｢ほか｣との表記可）
備考

(閲覧等制限の確定結果等）
閲覧等制限の

|申立ての有無 ’言渡期日

一－一 戸Pq

令和 2 年 （ﾜ） 第 号 R3.9｡7

R3.9.9

９

108231

一
拍
一
捕
一
鰯
一
》
｜

巳
一
Ｂ
一
■

９
９
－
９
ゞ
９

郎
一
羅
一

碑

確

溌

号
号
》
号
Ⅶ
号
号

、
－
３
－
．
０

６
崖
８
８
０
》
３

“
一
露
柵
洲
一
鯉幸３

１

第
一
第
一
第
第
第

②
一
回
一
㈱

例

例

年

年
年
年
年

元
２
３
２
２

諏
一
調
一
諏
一
認
調

号令和元年㈲第466

３

一

８

手
８

３
－
０

２
－
１

１第
一
第

回
一
㈱

年
年

２
３

－
調
一
諏

国
一
つ

画
言
》
写

令和2年（ﾜ）第6110号

一

勾
冬

31

4

一

園
一
燕
一

議
一
令
一

5

6

’
！

号唾
串年

一
年
一
年
一
年

7
〃

1

号
去持

弟8

号第
一
第

9
一》一

障
埼”

回
看
一
回
言
一
画
雷

一
一

11

12
一

13
一一一一一

画
一
壱14

号
一一一一一

号

第
一
第
一
第
一
第
一
第

年
年
一
年
一
年
一
年

15

16
一

轌
吾
》

７
８

１
１ 号

号

;： I I
一一一

号第年
一

部総括

裁判官
主任書記官
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別紙様式

● ●
民事判決書一覧（※言渡期日順に整理する｡）

民事37部甲係令和3年9月分

事件番号(併合事件の場合は『ほか｣ｹの義認可) 言渡期日’
備考

(閲覧等制限の確定結果等）
閲覧等制限の
申立ての有無

…
寺f＝令 港3季…歩1h.ﾗ

#惚蒙蝿
"' ざ ’悪'ミ

溌簿

蕊
篭認
』9 . 厚上4 r .

F.. ‘ , 』 ． :､

令和 3 年 （ﾜ） 第 8781 号
ﾆ ｰ…一一一二－二三一 －－－ゴー、…

令和元 年 (ﾜ' 第 1779‘ ｜島

記載例
1

記載例
2

記載例
3

R3.9.31

R3.9.82

５
－
８

↓
４
－
８

－
１
－
２

－
１
【
１

－
１
－
１

第
一
第

列
一
切

ｉ
－
１

年
一
年

ハ
エ
｜
句
＆

》
和

和

一
〈
や
一
く
わ

号 R3.9.83

号 R3.9.84

令和 2 年 （ﾜ） 第 31165 号 R3.9.85

ロ

言

ほか
平成 30 年 （ﾜ） 第 38973 R3.9.106

令和 2 年 （ﾜ）第 14109 号 R3.9.107

・２

９

２
番
６

７

６

７

３

２

１

一
第

第

一
列
上
司

一
年
年

２

３

和
一
和

《
わ
》
今
祠 令和3年（ﾜ1第13669

号 R3.9210
－

R3.9.10

8

号号９
０１ 令和 3 年（ﾜ） 第 11517 号 R3.9.15

令和 2 年 （ﾜ）第 20119 号 R3.9.1711

直
言令和 2 年‘(ﾜ） 第 8946 R3.9.2212

１
－
８

訓
一
Ⅱ

０

２

２
－
２

第
屋
弟

回
回

年
一
年

２
－
元

和
和

今
祠
〈
、

号
一
号
幽
号

R3.9.22
一一

R3,9.24

13

14

令和 2 年 （ﾜ） 第 5833 R3.9.2415

16

17

、

号
勃Ｉ平成 30年 （ﾜ） 第 38940 R3.9.29

｜

｜
’

令和 2 年（し） 第 588 号 R3.9.30

1

|灘 主任書記官
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別紙様式

民事判決書一覧（※言渡期日順に整理する｡）

民事37部乙係令和3年9月分

(閲覧等繍,限の確定結果等) ｜
備考閲覧等制限の

申立ての有無事件雷号(併合事件の場合は｢ほか｣との壼記可) |言渡期日
一二頭宕二評二弔局一"F･ み Z 宅 空 マニL = ﾛ ｡

訓
司
訓
剛
迫
里
秘
咄
仙
剛

毎 口 田

一 ' ･ '‐‘I '． , ． ‘ , ,. 』星 ､ h菅‘ r黙､寒さ

f謝り迩識露潔識
記載
1

記載
・ 2

記載
3

例
例

雄
撚
難

F鈴､1
7鱗劇

蕊鍵雛鍵蕊I
峰愚〃亨謝-‘・豊

i弩ぅF
司 一を:脇 ： ､

・鼻串

識4
一
浄
罰
一

罰
囚
吊
Ｆ
Ｐ
ｒ

ｕ
ｊ
半
押

Ｄ砧１

攝
唖

Ⅲ
串
貼
ｆ
Ｈ

－
誌
辰
い
《
↓
知

評
宕
溌
露
‐

桝
惑
、
羽
〆
噂
ロ
ハ

《い｝ｒ〆畔
毒拳引揖

§灘

蕊議鍵鍵
《

罫
一
套
幸
一
》
副
旧

一
荘
『
》
妬
椥

耗

狂
’』一括町
《
蕊
塀
第
第

《

一

念

》

毬

・

。．

』

蕊
垂
例
例

Ｐ
生
士
韮
一

一

ｂ
“
『
一

澪
一
年
年

岬輔恥背狩●
〈や一

１。

』
ご
鼎
涛
、
Ｊ

一

寺
華
圭
一
“
唾
一
訓
訓

。■卑早

亙

地

寺

一

蕊
報
燕

例

巨
万
一
口
君

R3.9.141

R3.9.15
２
３ ５

５

７

１
１
１

９
９
９

３

３

３

Ｒ
Ｒ
－
Ｒ

R3.9.15

R3.9.17

号“
一
郵
一
潅

７
０
２

８
３
３

第
一
第
一
第

ロ
ー
例
一
口

年
甸
年

年

２
－
２
鯛

和

一

和

成

令
一
令
一
平

号4

号51

弱

例
一
例
一
浬
一
鯛
一
“

０
１
《
６

７
１
》

１
２
－
０

８
９
－
馴

１

２
．
．
２

２

２

ふ

第
第
第
第
第

第

列

列

功

列
一
列
一
列

Ｉ

１

１

１
－
１
１

年
年

年
年
一
年
年

一
銅
一
》
一
》
｜
栫
一
錆
三

和

号 R3.9.176

号
一
号
劫
号

』
Ｄ
Ｐ
Ｏ
Ｏ

R3.9.27

R3.9.28

7

8

R3.9.289

号 R3.9.2810

R3.9.28号11

号平成 31 年 （ﾜ） 第 8185 R3.9.2912

i

l31 令和 2 年 （ﾜ) 第 21124 号

令和 2 年 （ﾜ） 第 24163 号

R3.9.29

R3.9.2914

'51令和 3 年 (ﾜ) 第 号 R3.9.2911820

部総括
裁判官

●

主任書記官

q】

一
》
斑
Ｌ

Ｐ
一
甲
‐
、

一
鋸
｛

キ
》

晶

坤

》

己

縄

ｎ

一
岳
挙

】

’ . .吟 ･
山一一一一一一一一一，一

筆蕊r;＃錠催豊』〃
誇挙識轄密
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別紙様式

部総括

裁判官

民事判決書一覧（※言渡期日順に整理する｡）

民事38部令和3年9月分

’皐喜(癌章畔の場合ば｢ほか｣との表記可) |薑渡期日｢一

|事I
トー‐

閲覧等制限の
申立ての有無

号第
《
第
一
第

働

圏

画

年

年

年

２銅
二
一
鍼
一
一
蒋

鍼
一
報

R3.9.14751

号2

号3

号第
《
第

㈲
働

年
年

平成

平成

4

号5

号年②第
I

平成6

平成
一一

平成平成

号雫
一
報 年圃

第71

号号第第8

号第
一
第

②
⑨
⑨

年
年
年

聴
一
鍼
一
輔

9

号1 、

号第1 1

一

一

ゞ
鰄
一
諏
三

成平
白
石第

第
第

㈲
⑨
圃

年
年
年

１
１

2

号3

号41

平成 号年⑨第５
６
１
１ 平成

平成

号第
第

㈲
②

年
一
錘

’

号1 7

● |●
主任書記官



別紙様式

●
民事判決害一覧（※言渡期日順に整理する｡）

民事42部
令和3年9月分

I
l|辮撫’事件番号(併合事件の場合は, 「ほか｣との表記可）

備考

(閲覧等制限の確定結果等）言渡期日

R3.9.9２
－
３
－
２
’
３

－
』
ｉ
ｌ

和
和
和
和

《
わ
く
わ
一
《
わ
《
わ

臣
言
一
国
言
一

号
一
号

姉
泥
一
配
卵

９
“
狸
卯

第
第
第
忘
弟

１
１
．
１
１

ワ
ワ
ワ
ワ

年
一
年
一
年
一
年

１
２
３
４
５

R3.9.21

R3.9,27

R3.9"30

R3.9.'303 年 （ﾜ） 第 15179 号令和
1

部総括
裁判官

孝任

書記官

▲
】



別紙様式

民事判決書一覧（※言渡期日順に整理する｡）

令和3年9月分 民事43部

’備考：
(閲覧等制限の確定結果等）

閲覧等制限の
申立ての有無

事件番号(併合事件の場合は, 「ほか｣との表記可） 言渡期日
I

露悪
I

令和 2 年 （ﾜ） 第 31167 号

侭
号

一

畷

狙

や

Ｊ

●

ト

刑

》
》
姥
諏
写

刈

』

貼

咄

岬

“

一

，
。
即

鯉

Ｊ

ｆ

稲

？

駅

１

．

》

’
“
配
り
甲

円
。

島
ｂ
－
ｑ
－
Ｐ
明
■
か
Ｐ
酎
叩
１
卜

、
椥

跡

獄

舎

一

．

鋸
乃
，

汐、

と

蕊
γ

伊
“
、

汗

緋

イ

．
机
“
印
詩
Ｊ
増
向

創
恥
吋

〆

イ

い
い

記載
1

記載
2

記載
3

例
例
例

"壼宇←埋疹､L▽￥蓉僧.害

灘簿圏

漣壁
団

。

羊
，
一
・

，『↓

》

と

詔

●

詔

剖

一

ｂ皆貼

ご
』

。

ロ

芋

守

夕甲『端’閏

ｖ
一
恥
狛

や‐

畢
推

津
「
『

が
二
・
甲
』
雫
望

坦

一

群

ｐ

ｉ

琵
坐
『
↓
解

一

一
王
獅
信
一
一
門
一
職

口
一
叶
擢
峠
一
一
口
↑

Ｅ一》鍵霧蕊鳶
｜
密
靭

一
諦
一
》
が
》
ｄ
柊
舜
押
《
蟻
憂
９
》

唖
一
軒
殉
”
』
陣
昏

叩
雫
織
》
シ

《
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詞

年

〉

』

脾

と

蓉【

拝

ｂ
寺
】
Ｆ
盃

〃
ニ
ト

ト
い
い
１
ｍ
順鍵識

1 R3.9.1 ｣/

2 R3.9.1/

3 R3.9.2 ｡,

口
壹
一
目
万

一
で
／

２
－
３

６
４
６
２

２

２

１

３

挿
弟
挿
弟

》
ワ
ワ

年
年

３

２

諏

諏
一

4 R3.9.7

5 R3.9.7 /,

R3.9.7滑
一
滑
一
垣
一

一
－
４

銅
８
－
０

鋼

卿
一
理

２
７
３

第
忌
弟

第

ワ
ワ
ワ

年
年
年
一

２
》
３
２

和
幸
和

和
一

今
而
一
今
市

《
祠
一

6

7 R3.9.9/
一

8 R3.9.16
〆

9 R3.9.16

01 R3.9.21 .-

1

2

1 R3,9.21/

R3.9.21 /

R3｡9.21 <-

令和 3 年 (ﾜ) 第 8471 湯‘
令和 2 年 （ﾜ） 第 28691 ／皇

I

1 3

3 年 （ﾜ） 第 3851 碁
一
房昌

和
一
和

今
而
一
今
洞

14 R3.9.27/

3 年 （ﾜ） 第 7241

第

1

一
舞
亘

毒
６

函
一
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筆

い
い
一
回

年
一
年

年

３
３
－

諏

諏
一
銅

５
６
７ 令和年（ﾜ）第号

R3.9.29
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再
い
■
■
■

1

｜ ’ ’1
1
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主任書記官



別紙様式

一
》
雑

主任書記官

の|●
一一一一一一一一

民事判決書一覧（※言渡期日順に整理する｡）

民事第44部令和3年9月分

一一一一一 1－F

|閲覧篝制限の
|申立ての有無

｜
I

備考
(閲覧等制限の確定結果等）|事件番号(併合事件の場合は, ｢ほか｣との表記可） 言渡期日

一

R3.9.1

←一一一一一一~

|令和
一瞬一一一一一一一一一一

号第
一
第

倒
一
例

年
一
一
年

３
｜
元

和
和

今

市

〈

わ

18971

号 R3.9.3115122

元
２
元
元
３

和
和
和
和
和

一
く
わ
今
市
《
や
《
洞
今
祠
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－
８
－
９
９

９
《
９
－
９
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３
３
－
３
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Ｒ
Ｒ
－
Ｒ
Ｒ

都
力
詫

号
』
ほ
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号
号

口
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６
池
泥
６

２
》
３
９
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５
一
幅
四
７

第
一
第
忌
弟
第

列
一
列
列
列

１

１

１

１

年
一
年
一
年
年

5

６
７

号令和 2 年 （ﾜ） 第 32825 R3.9.9

R3.9.9

8

年 （ﾜ） 第 20008 号令和9 2

－

号令和元年 （ﾜ） 第 31706 R3.9,10
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画
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１
【
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第第列一列

年

年

一

３
３
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和
和
一

．
《
祠
一
合
や
一

R3.9.15

R3.9,15
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７
－
》
７
７
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１

２

９

９

９
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Ｒ

Ｒ

Ｒ

号

号

号
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７
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１
２
０
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２
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弟
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第
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じ
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－
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年
年
年
一
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２
３
２
－
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和
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《
預
《
、
《
祠
一
今
洞

５
６

１
１
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20

号令和 3 年 （ﾜ） 第 11107

平成 31 年 （ﾜ’ 第 3727
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R3.9｡29
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和
一
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令
一
令

22

号23

一
ｆ
‐

足

』

〃

８

日
日

一
箒
一
謡

3

2
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‐

R3.9.30
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｢

し
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６
２
２

I
ー 一i… 、

令和元年(ﾜ) 第 35”号ほ力| R3930
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別紙様式

民事判決書一覧

民事49部令和3年9月分

備考

（閲覧等制限の確定結果等）
備考

(閲覧等制限の確定結果等）事件番号(併合事件の場合は, 「ほか｣との表記可）
の
無
限
有
制
の
等
て
覧
立
閲
申言渡期日

一
諏
一
認
一
鋪
一
癖
御

和

くわ

《わ

令和

｜
鍼
諏

恥
班
恥

４
洲
６

捲
弟
一
捧
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ワ
ー
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年
年

３
－
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郡
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８
１
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口
御
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第

第
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－

個
一
位

年
ゞ
年

３
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R3.9.3R3.9.32

号号 R3.9.3q
画

R3.9.7R3.9.73年(ﾜ1 第淵3年(ﾜ1 第淵 号号4

令和 2 年 （ﾜ） 第 《11327 号 R3.9.7

R3,9.7

R3.9,8

R
u

ロ
言令和 2 年 （ﾜ） 第 15122

令和元年 （ﾜ） 第 15272

6

号7

７
》

ゞ

０

４

－
５

０

５
－
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７

４
》
５
２
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一
抹
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列
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一
列

年

年
一
年

調
２
２

－
鰔
一
銅

銅
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一

R3.9.9

8

号9
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ロ
宮
一
巨
言
一
巨
万
’

一
巨
言
三
口
看
》
巨
言
一
巨
万

走
亘
宥
一

３
－
卵
帥

郎

６

両

碗

一別６

１
８

３
２

７
４
’
２
妬

７

幻

馴

加

２

柏
〃
一
塊
５

第

第

第

第

第

第
第
一
第

１
１
１
－
１
ｊ
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』
ｌ

ワ

ワ
ワ
↓
ワ
ワ

ワ
ワ
ー
ワ

ー

Ｉ

ｌ

Ｉ

１

１

’
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年

年
年
一
年
年
年
年
一
年

３
－
卯
２
元
３
３
－
２

２３

詞
一
癖

御

認

認
一
鋪
一
詞
諏

R3.9.16

R3.9,16

12

13

R3.9.1714

R3.9.1715

16 R3.9.17

R3｡9_2217

R3,9.2218

令和 2 年 （ﾜ） 第 32582 号 R3.9.2219

号令和 3 年 （ﾜ） 第 7878 R3.9.22R3.9.2220
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民事判決書一覧

民事49部令和3年7月分

犀撫|確篝繍臓定辮, 血
備考

(閲覧等制限の確定結果等）
閲覧等制限の

申立ての有無事件番号(併合事件の場合は, 「ほか｣との表記可） 言渡期日

号帥
一
鯛
一

８

８
－

０
２
－

１
１
』

第
第
一

ワ

ワ
ー

年
年

３
３

和

和

今や

《而

R3,9.2221

号 R3.9.2422

第

第

第

ワ
ワ
ワ

ー
年
年
一
年

号 R3.9.24令和 3

平成 30

平成 ：！

1335823

号 R3.9.2929459

34274

6222
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号 R3.9.2925

２

一
口

一

一

ｆ

一

一

壹

一

４２一第

第
一
第
一
第
第
一
第
第
忘
弟
》
第

似
例
例
一
例
例
↓
例

例

例
一
一
似

年
年
一
年
年
年

年
一
年
年

年

３和

和
一

一
令

令
匡

諏
一
詞

諏

一

翻

一

認

弓

諦

鋪

号 R3.9.2926

1
1
写

g

j
f

無号27

ｊ
ｊ
Ｊ
ｊ
ｊ
ｆ

無号28

I

無 」
ノ

口
看
一
国
右

29

／
無30

無｝
ｲ

号31

』

無／号32
■
ｂ
Ｊ
Ｊ

』

錘
‘¥、

巨
壼
．33

塗号34 "､U,

｝

無
一
無

一

‐
４
ｊ
Ｐ
ｒ
Ｉ
〃
＃
‐

号僅
嶬
一
第

レ
ワ
・
吻

矧
』
銅
一
罰

荊
一
詞
一
鋪
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－

号36

37 無
鷹。

‐言 ！

ノ

I 無
ノ

号祷
弟
蜂
弟

ワ
ワ

年
一
年

塵
|令和

38

無号 ／39

令和
！
無

巨
言
言年 （ﾜ） 第40
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民事判決書一覧（※言渡期日順に整理する｡）

民事50部令和3年9月分
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■
Ｉ
■
Ⅲ
■
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日
日
日
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８
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．
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．
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１
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Ｊ
じ
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罪
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●
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・
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１
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閲
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“
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《
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繩
旧
一
媚
媚

媚
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福

福
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明
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明
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明
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明
明
媚
一
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〕
恥
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号
号
一
号
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号
号
一
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号
一
号
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号
一
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一
一
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畑
鯉
一
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睡
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州
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岬
呼
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峠
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年
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＆
年
母
年
一
年
年
一
年
一
年
年
年
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民事判決書一覧（※言渡期日順に整理する｡）
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